
実地指導における指摘事例
児童発達支援・放課後等デイサービス 編
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 基 準 と な る 人 員 （ 児 童 指 導 員 ・ 保 育 士 ） を 1 名 常 勤 で 配 置 し て い な か っ た
 サ ー ビ ス 提 供 時 間 中 、 基 準 と な る 人 員 を １ 名 し か 配 置 し て い な か っ た
 勤 務 す べ き 常 勤 時 間 数 に 達 し て い な か っ た
 直 接 支 援 業 務 を ボ ラ ン テ ィ ア に 委 ね て い た
 従 業 者 の タ イ ム カ ー ド や 出 勤 簿 等 帳 票 類 等 が 整 備 さ れ て お ら ず 、 勤 務 時 間 が

確 認 で き な か っ た （法人役員も指摘の対象）
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（１）勤務体制の確保

 労 働 関 係 法 令 等 で 、 事 業 者 は 従 業 者 の 勤 務 時 間 を 把 握 す る 義 務 が あ り ま す 。
 法 人 役 員 が 児 発 管 や 児 童 指 導 員 等 を 兼 務 す る 場 合 も 、 タ イ ム カ ー ド 等 に よ る

勤 務 時 間 の 確 認 で き る 帳 票 類 を 整 備 し て く だ さ い 。

指 摘 事 例
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 定 員 超 過 は 原 則禁止。

 （ 災 害 ・ 虐 待 等 で ） や む を 得 ず 定 員 を 超
過 し て 受 入 れ る 場 合 も 慎 重 に 判 断 し 、 常
態 と な ら な い よ う に す る こ と 。

 や む を 得 ず 定 員 を 超 過 し た 場 合 は 、 サ ー
ビ ス 提 供 記 録 に そ の 内 容 ・ 判 断 理 由 等 が
明 確 に わ か る よ う 記 載 ・ 保 管 。



やむを得ず定員を超過して受入れた場合の注意点
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利 用 者 を 1 1 〜 1 5 名 受 け 入 れ た 場 合 、 基 準 と な る
人 員 を ３ 名 配 置 が 必 要 。

（ 例 ） 定 員 1 0 名 の 事 業 所 で 定 員 超 過 し た 場 合

児 童 指 導 員 等 加 配 加 算 や 専 門 的 支 援 加 算 の 対 象 職
員 を 、 基 準 と な る 人 員 の 不 足 に 充 当 し た 場 合 や 、
基 準 と な る 人 員 を 配 置 で き な い 場 合

➡児童指導員等加配加算や専門的支援加算の算定
要件を満たさなくなる場合があります。（届出要）

職 員 配 置

加 算

（２）定員の遵守



以下の場合、その日から児童指導員等加配加算や専門的支援加算等は算定できなくなります。
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例 ① ： 人 員 基 準 を 満 た し て い な い （ 定 員 超 過 時 を 含 む ）
例 ② ： 加 算 の 算 定 要 件 で あ る 常 勤 換 算 １ 以 上 を 満 た し て い な い な ど

https://www.city.kobe.lg.jp/a20315/business/annaitsuchi/shogaifukushi/shinse/kasantodoke.html
≪届出に関するHP≫

（３）加算の要件を満たさない場合の注意点

 算定要件を満た
さなくなった

 区分が変わった
変更があった

日付から

「なし」の届出
前月15日締切
翌月から請求

加算の届出
体制が整い、

算定が可能となった

・・・

https://www.city.kobe.lg.jp/a20315/business/annaitsuchi/shogaifukushi/shinse/kasantodoke.html
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（１）基本報酬の注意点（放課後等デイサービス） 神 戸 市 福 祉 局 監 査 指 導 部
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 サ ー ビ ス の 提 供 時 間 が30分未満の 場 合 は 、 原 則 と し て 報 酬 請 求 が で き ま せ ん 。

 30分 未 満 の サ ー ビ ス 提 供 で 報 酬 請 求 を し た 場 合 は 、過誤返還の対象と な り ま す 。

急病などによる欠席で相談援助を行った
→欠席時対応加算

利用者の急病などによる欠席について、請求できる加算があります。

１回の欠席連絡で複数
日の算定はできません。



（２）児童指導員等加配加算・専門的支援加算の注意点 神 戸 市 福 祉 局 監 査 指 導 部
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基 準 と な る 人 員 を 配 置 し て い る こ と に 加 え 、 加 算 対 象 と な る 職 員 を 常 勤 換 算 １ 以 上 配 置 。

 基 準 と な る 人 員 を 配 置 し て お ら ず 、 算 定 要 件 を 満 た し て い な か っ た 。
 定 員 超 過 や 基 準 人 員 の 休 務 等 に よ り 加 配 職 員 を 人 員 基 準 に 充 当 し た た め 、 常 勤 換 算 １

以 上 を 満 た さ な く な っ て い た 。

算 定 要 件

指 摘 事 例

（例）常勤従業者の４週勤務時間が160時間で非常勤の２人の勤務時間が
Ｄさん88時間、Ｅさん80時間の場合
(88＋80)÷160 ＝1.05 →「常勤換算１」を確保

常勤換算方法とは

事業所の複数の従業者の勤務時間の合計を、常勤従業者の勤務時間で
割った数を「常勤の時間」とみなして、換算することをいいます。
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 あ ら か じ め 個 別 支 援 計 画 へ の 位 置 づ け と 保 護 者 の 同 意 が 必 要 で す 。
 個 別 支 援 計 画 へ の 位 置 づ け や 一 連 の 手 続 き が 適 正 に 行 わ れ て い な い 場 合 は 、

過誤返還の対象と な り ま す 。

※加算を算定する場合は他の要件もあわせて確認してください。

（３）個別支援計画への位置づけが必要な加算

事業所内相談支援加算

個別支援計画への位置づけが必要な加算（例）

家 庭 連 携 加 算医 療 連 携 体 制 加 算

延 長 支 援 加 算個別サポート加算Ⅱ 関 係 機 関 連 携 加 算
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（１）放デイ運営フォローアップ -ホウデイノトリセツ- 神 戸 市 福 祉 局 監 査 指 導 部
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♢ 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス や 児 童 発 達 支 援 の 運 営 に 不 安 が あ る 方
♢ 基 準 省 令 の 基 本 的 な 内 容 を 、 わ か り や す く 知 り た い 方
♢ 子 ど も た ち へ の 支 援 に あ た っ て 、 戸 惑 い を 感 じ て る 方

※児童発達支援も対象

https://www.city.kobe.lg.jp/z/fukushi/shougaijshienn.html

こ ん な 方 に オ ス ス メ

掲 載 先

神 戸 市 H P に

『運営フォローアップ（全サービス共通編）』

『ホウデイノトリセツ』 を 掲 載 し て い ま す ( 全 1 0 回 ）

https://www.city.kobe.lg.jp/z/fukushi/shougaijshienn.html


（２）自己評価の公表と報告 神 戸 市 福 祉 局 監 査 指 導 部

自己評価と改善内容を
HP等に公表

１ 年 に １ 回

保護者アンケートをもとに、
自己評価と改善内容を立案

専用フォームから
神戸市に報告

 児 童 発 達 支 援 や 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス 事 業 所 が 、 自 己 評 価 を H P 等 で 公 表 す る こ と は 義 務 で す 。

 自 己 評 価 を 公 表 し て い な い 場 合 や 神 戸 市 に 報 告 し て い な い 場 合 は減算の対象に な り ま す 。

＜ 手 順 と 専 用 フ ォ ー ム ＞ https://www.city.kobe.lg.jp/a20315/business/annaitsuchi/shogaifukushi/jikohyoukakouhyou.html 13

令和６年度改正により、保育所等訪問支援も対象になります。

https://www.city.kobe.lg.jp/a20315/business/annaitsuchi/shogaifukushi/jikohyoukakouhyou.html


（３）自動車で送迎する際の安全確保 神 戸 市 福 祉 局 監 査 指 導 部

 送 迎 時 の 乗 り 降 り の 際 、 子 ど も の 所 在 確 認 は 必 須 で す 。
 シ ー ト が ３ 列 以 上 の 車 へ の 置 き 去 り 防 止 装 置 の 設 置 が 義 務 化 さ れ ま す 。 （ 令 和 ６ 年 ４ 月 〜 ）

＜ 国 土 交 通 省 「 送 迎 用 バ ス の 置 き 去 り 防 止 を 支 援 す る 安 全 装 置 の ガ イ ド ラ イ ン ＞

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000433.html
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https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000433.html

